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海
運
同
盟
に
劃
す
る
英
吉
利
の
態
度

( 

ー
) 

島

昌

太

語E

A 

海
窪
田
龍
勅
定
調
査
委
員
舎
は
、
そ
の
目
的
ざ
す
る
所

ω調
査
報
告
全
完
了
す
る
ご
共
に
解
散
せ
ら
れ
た
o

其

後
、
世
界
大
戦
が
勃
費
す
る
に
及
び
、
英
吉
利
は
、
自
闘
に
般
籍
を
有
す
る
大
部
分
の
舶
舶
に
針
し
迷
賃
率

ω管

理
を
行
っ
た
が
、
之
は
国
家
非
常
事
件
に
慮
す
る
政
策
で
ゐ
っ
て
、
特
に
コ
ン
フ
ア

v
y
z
に
謝
す
る
政
策
Z
認

む
イ
き
も
の
で
は
な
い
。
併
上
大
戦
終
処
後
、
英
士
ロ
利
は
海
外
貿
易
の
脇
田
展
及
び
海
外
属
領
ご
の
海
運
聯
私
の
完

肢
を
蓮
か
に
す
る
の
必
要
に
促
さ
れ
て
、

一
九
一
入
年
の
帝
閥
軍
事
曾
議

(HE官
止
と
宅
再

n
E
F
2
2
)
は、

『
帝
闘
の
中
心

t
海
外
属
領
並
び
に
印
度
ご
の
主
要
航
路
に
於
け
る
海
運
を

E
E
H日
間
同
ユ
巳
出
E
E
の
観
査
の

下
に
置
き
、
且
っ
そ
の
目
的
の
待
め
に
海
上
運
賃
及
び
海
運
上
の
諸
施
設
に
閲
す
る
総
て
の
事
項
を
調
査

L
、
之

を
報
告
す
る
の
権
能
を
有
す
る
機
関
」
を
設
置
す
べ
き
旨
を
決
議
し
た
。
而
し
て
此
決
議
仁
基
き
、
一
九
二

O
年
に

至
り
時
の
首
相
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ

1
P
氏
は
帝
園
海
運
委
員
曾
(
同
日
目
河
口
弘
印
民
弔
一
認
の
。
日
目
E
2
)
を
設
立
し
た
。

此
委
員
舎
は
『
帝
閥
内
の
貿
易
に
閲
す
る
海
上
蓮
賃
、
海
運
施
設
及
び
海
運
事
情
に
就
い

τ、
利
害
常
事
者
の
苦

言荷

叢

海
運
同
盟
に
劃
す
る
英
吉
和
白
態
度

第
十
八
巻

(
第
六
拙

五
九
)

一C
七
五



論

叢

ハ
C
)

一o
b穴

海
迩
同
躍
に
劃
す
る
英
吉
利
白
強
度

(
第
六
時
岡

第
十
λ
巻

情
、
並
び
に
指
定
官
憲
よ
り
提
出
せ
ら
れ
た
る
同
じ
性
質
の
問
題
を
研
究

L
、

其
決
議
を
蛍
該
政
腐
に
報
告
す

る
』
の
職
務
正
、

一
般
的
に
海
運
上
の
諸
施
設
を
調
査
し
、
そ
の
改
良
を
嘗
該
官
憲
に
湖
告
す
る
の
職
務
芭
を
有

つ
も
の
で
ゐ
る
。

こ
の
帝
国
海
運
委
員
舎
が
設
立
せ
ら
れ
て
か
ら
、
海
運
に
関
す
る
種
々
な
る
問
題
が
、
そ
の
利
害
関
係
者
よ
h

提
起
せ
ら
れ
、

こ
の
委
員
曾
の
調
査
す
る
蕗
古
な
っ
た
が
、

そ
の
中
の
主
な
る
も
の
、
一
ご
し
て
運
賃
延
戻
制
が

研
究
せ
ら
る
、
こ

ε
、
な
っ
た
。

号
れ
は
最
初
濠
洲
聯
邦
政
府
が
此
調
査
を
請
求
し
た
の
に
初
ま
る
の
で
あ
る

が
、
之
に
引
縞
い
て
同
様
の
要
求
が
各
方
面
か
ら
提
出
せ
ら
れ
、
新
爾
蘭
土
政
府
も
亦
此
制
度
を
不
法
の
も
の

Z

L
て
禁
止
せ
ん
こ
ご
を
提
案

L
て
来
た
の
で
、
委
員
曾
も
之
を
濠
洲
航
路
に
限
る
問
題
ご
せ
十
し
て
、

研
究
す
る
こ
ご
、
し
た
の
で
あ
る
。

一
般
的
に

濠
洲
聯
邦
政
府
の
此
問
題
提
起
の
現
由
は
、
英
濠
コ
Y

フア

ν

y

ス
が
運
賃
延
戻
制
を
採
用
し
て
居
る
が
潟
め

に
、
聯
邦
政
府
官
管
舶
が
ず
ィ
ク
み
ヲ
ヤ
政
府
よ
り
積
荷
の
申
込
を
取
泊
さ
れ
て
積
荷
を
失
っ
た
Z
云
ム
-
}
言
、

官
幣
舶
に
積
荷
を
な
す
一
般
の
荷
主
を
保
護
す
る
が
斜
め
に
は
、

そ
の
荷
主
の
失
ふ
こ
言
、
な
る
べ
き
延
戻
金

を
、
船
舶
官
管
資
金
を
以
て
補
償
す
る
の
必
要
が
あ
る
芭
認
め
ら
る
、
こ
え
従
っ
て
般
舶
官
替
資
金
を
保
護
す

る
が
矯
め
に
、
延
戻
制
を
不
法
ご
し
て
禁
止
す
る
所
の
法
律
を
帝
園
政
府
に
於
て
制
定
す
る
こ
さ
に
、
帝
園
官
震

の
注
意
を
促
す
Z
云
ふ
に
あ
る
凶
而
し
て
尚
之
に
附
け
加
へ
て
、
英
濠
コ
ン
ブ
ア

V

ン
旦
所
属
曾
枇
は
、
若
し
品
、
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の
荷
主
に
し
て
、

コ
ン
ア
ア

V

ン
ス
外
に
在
る
所
の
濠
洲
政
府
官
嶋
市
婚
に
積
荷
を
な
さ
ば
、
そ
の
荷
占
の
荷
物
は

一
切
聡
迭
を
拒
絶
す
る
ご
一
五
ふ
こ
ご
で
ゐ
る
か
ら
、
此
事
賞
に
つ
い
て
十
分
な
る
調
査
を
請
求
す
る
ご
云
ふ
の
で

あ
る
。帝

闘
海
運
委
員
曾
は
此
要
求
に
基
い
て
調
査
を
途
げ
た
。
而
し
て
積
荷
拒
絶

ω
一
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
貫

を
認
む
る
も
、
而
も
そ
れ
は
コ
ン
ブ
ア

V

Y

ス
所
属
曾
祉
の
下
級
役
員
が
何
等
の
様
限
な
〈
し
て
行
っ
た
こ
Z
に

過
ぎ
な
い
事
柄
で
、

フ

Y

プァ

v

y

ー
そ
の
も
の
、
奥
り
知
ゐ

F
る
所
で
あ
る
こ
Z
が
明
か
ご
な
っ
た
、

吉
報
告

す
る
に
止
ま
り
、
下
級
役
員
の
か
、
る
行
動
を
取
締
る
イ
き
何
等
か
の
方
法
を
必
要
ご
す
る
こ
Z
に
就
い
て
は
、

全
〈
言
及
し
て
居
な
い
。
之
を
、
合
衆
闘
政
府
が
同
じ
事
賓
の
接
見
に
基
き
て
、
か
、
る
手
段
を
法
律
を
以
て
禁

止
L
た
の
ご
比
よ
れ
ば
、
雨
闘
の
ヨ
ン
ア
ァ

V

Y

A

に
聾
す
る
態
度
の
大
に
異
る
所
を
知
h
得
る
で
ゐ
ら
う
。

次
に
、
運
賃
延
艮
制
を
採
用
す
る
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
就
い
て
は
、
之
に
は
、
世
曾
一
般
よ
h
J
見
て
、

利
盆
が
あ
る
ご
共
仁
弊
害
も
あ
る
が
、
併
し
、
結
局
そ
の
利
盆
の
方
が
大
で
あ
り
、
且
つ
今
日
の
進
歩
し
た
る
困

一
定
の

に
於

τは
、
大
産
業
が
高
度
の
経
祭
組
織
に
於
て
行
は
る
、
こ
ご
は
、

一
般
的
形
勢
で
あ
る
か
ら
、
『
コ

y

アア
V

V

ス
組
織
な
る
も
の
は
、
現
代
的
商
業
の
必
然
的
随
件
物
(
白
R
E
E
q
g号
。
E
E
E
)
芭
し
て
認
容
せ
ら
る
4

き

で
あ
る
、
」
ご
な
L
、
E
っ
、
定
期
般
事
業
に
於
て
は
、
定
期
出
帆
を
納
行
L
、
賃
牢
の
安
定
ご
そ
の
均
等
己
を
維

持
す
る
が
翁
め
に
は
、
荷
主
の
絶
謝
的
後
援
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
に
謝
す
る
何
等
か
の
拘

第
十
入
春

日肯

議

晦
話
同
胞
に
封
ず
る
英
士
円
利
回
強
度

(
第
六
競

一O
セ
七
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論戸

(
第
六
競

合
一
)
一

O
七
人

議

海
運
同
盟
に
封
ず
る
英
士
円
利
の
態
度

第
十
凡
径

束
手
段

(
E
g
)

は
、
之
を
侠
〈
ニ
こ
を
得

Y
る
も
の
Z
認
め
、
「
コ
ン
ブ
7

ν

y

ス
組
織
を
維
持
す
る
の
必
要
、
及

び
、
何
等
か
の
形
式
に
於
け
る
拘
束
手
段
の
必
要
に
関
す
る
吾
々
の
今
回
の
結
論
は
、
そ
の
眼
目
に
於
て
は
、
(
一

九

O
九
年
の
)
海
運
同
盟
勅
定
調
査
委
員
曾
の
結
論
ご
一
致
す
る
』
ご
決
議
[
、
従
っ
て
、
法
律
を
以
て
延
一
艮
制

を
禁
止
せ
ん
芭
す
る
濠
洲
聯
邦
政
府

ω提
議
に
は
、
賛
成
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
、
帝
国
海
運
委
員
舎
は
、
運
賃
延
国
民
制
を
以
て
、
荷
主
を
拘
束
す
る
手
段
ご
し
て
唯
一
の
も
の
Z
は

認
め
ず
、

一
般
契
約
制
(
門
E
O

お
5
2
2
H
2
問。吉

E
n
o三
日
立

ω
万円。
E
)
な
る
も
の
を
以
て
、
之
宮
同
一
の
致

来
ゐ
っ
て
而
も
弊
害
の
少
き
も
の
ご
認
め
、

コ
ン
ヌ
ア
レ
ン
ス
が
単
一
に
此
制
度
を
延
戻
制
に
代
へ

τ採
用
す
る

か
、
然
ら
-
き
れ
ば
、
此
制
度
ご
延
同
席
制
ご
の
何
れ
か
一
方
配
荷
主
を
し
て
撰
探
せ
し
む
る
の
制
度
を
採
用
せ
ん
こ

ご
を
勧
告
し
て
居
る
。

九

こ
の
一
般
契
約
制
な
る
も
の
は
、
先
の
勅
定
調
査
委
員
舎
の
蛍
時
に
は
未
だ
な
が
っ
た
も
の
で
、
商
阿
政
府
が

九

一
年
的
法
律

2
7
0
3弘

。B
2
〉
且

E
E一ω
t
d
H吉
岡
山
口
己

出
-
H
】
甘
日
出
口
町
内
。

E
r
E
E
Sロ
ω
巴一

ω
g
E
m向
。
H
H

再
再

〉
巳
)

を
以
て
、
運
賃
延
反
制
を
採
用
す
る
舶
主
に
は
、
政
府
が
之
ご
海
上
郵
便
契
約
を
締
結
す
る
を
禁
止
し
た

る
結
果
ご
し
て
、
自
阿
政
府
ご
珠

τよ
ち
郵
便
契
約
を
有
す
る
南
阿
コ
ン
ブ
ア

V

Y

Z

が
、
従
来
の
運
賃
延
戻
制

に
代
へ
て
、
南
阿
貿
易
商
組
合
(
印
O
E
r
〉
虫
E
ロ
叶
E
庁

〉
E
R
U
E。
ロ
)
芭
の
聞
に
此
制
度
を
採
用
し
た
の
に
初

ibid.， p. 20 1) 



、J

ま
る
の
で
あ
る
。

こ
の
商
阿
航
路
に
於
け
る
一
般
契
約
制
な
る
も
の
は
、

コ
ン
ブ
ア
レ
Y

A

ご
貿
易
商
組
合
(
荷
主
側
の
組
合
)
Z

の
協
議
に
よ

b
て
、
此
航
路
に
於
り
る
運
迭
を
コ
ン
フ
ア
V

Y

A

所
属
曾
枇
に
一
手
に
委
託
す
る
一
』
ご
を
協
定
し
、

之
に
よ
り
て
コ
ン
プ
ァ
レ
〉
旦
が
荷
主
の
経
齢
的
後
援
を
保
持
す
る
り
制
度
で
あ
る
。
併
し
契
約
の
嘗
事
者
た
る

も
の
は
、

コ
y

フア

V

ン
エ
そ
の
も
の
ぜ
荷
主
側
の
組
合
壬

ωも
の
正
で
は
な
〈

τ、
一
方
の
賞
事
者
た
る
も
の

は
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
所
属
の
各
海
運
曾
枇
で
あ
b
・
他
方
の
嘗
事
者
た
る
も
の
は
、
組
合
所
属
の
各
荷
主
で
あ
る
o

却
も
各
権
運
府
間
仕
ご
各
荷
主
ご
は
、

コ
Y

フア

V

Y

旦
ご
組
合
ご
の
協
議
に
よ
っ
て
定
め

ιれ
た
る
所
の
同
一
内

容
を
有
す
る
運
送
り
一
手
委
託
の
契
約
を
個
々
に
締
結
す
る
山
り
で
あ
る
。
而
し
て
此
契
約
に
於
て
は
、
荷
主
は
コ

Y
7
y
v
y
z
所
属
の
曾
祉
に
運
送
の
一
手
委
託
を
約
す
る
代
h
に
、
海
運
曾
一
枇
は
之
に
劃
し
て
.
十
分
な
る
積

荷

ω有
無
に
閥
せ
十
定
期
出
帆
を
励
行
す
る
こ
吉
、
通
常
の
朕
態
に
於
け
る
需
要
に
週
令
す
る
所
の
船
腹
を
供
給

す
る
こ
正
、
賃
率
の
安
定
を
維
持
す
る
こ
ご
、
大
荷
主
に
も
小
荷
主
に
も
同
一
の
賃
率
を
以
て
取
扱
ム
こ
ご
等
の

如
き
、
運
賃
延
戻
制
の
下
に
於
て
は
会
(
海
運
曾
此
の
任
意
に
放
任
せ
ら
れ
て
盾
ワ
仕
事
柄
を
、
契
約
上
の
義
務

官
し

τ約
す
る
の
で
あ
る
o

而
し

τ賃
率
其
他
の
事
情
恨
の
護
一
見
に
つ
い
て
は
、

コ
ン
ブ
ア
レ

y
z
t
商
人
組
合
ご

の
協
議
に
よ
b
て
決
定
す
る
こ
宇
も
此
契
約
に
規
定
せ
ら
れ
て
居
り
、
契
約
の
期
間
は
一
ヶ
年
で
あ
る
が
、
共
以

後
は
六
ヶ
月
の
預
告
を
以

τ何
れ
の
賞
事
者
も
此
契
約
を
解
除
す
る
こ
さ
が
出
来
る
-
』
ご
に
な
っ
て
居
る
。

論

海
運
同
盟
に
劃
サ
る
事
土
円
制
の
態
度

第
十
八
巻

(
第
六
競

". ，、

) 

一O
七
九

書聖
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論

議

海
運
同
盟
に
封
ナ
る
英
吉
利
白
態
度

第
十
八
巻

(
第
六
現

ハ
四
)
一

O
A
O

此
契
約
制
に
於
て
は
、
荷
主
は

E
味
運
賃
(
伊
丹
{
耳
目
ち
こ
を
支
拐
ム
の
で
あ
っ
て
、
運
賃
延
戻
制
の
場
合
に
於

り
る
が
如
〈
何
等
の
割
増

(pgao)
を
支
抑
ふ
こ
古
な
〈
、
又
一
定
期
間
の
後
に
割
戻
金
を
受
け
る
芭
云
ふ
の

で
は
な
い
。
従
っ
て
コ
ン
フ
ァ

v
y
z
の
手
許
に
割
戻
金
が
延
反
金

ω形
式
に
於
て
累
積
保
留
せ
ら
れ
て
居
る
の

で
は
な
い
o
故
に
延
戻
制
の
場
合
の
如
〈
、
制
度
の
自
動
的
作
用
に
よ
っ
て
荷
主
が
繕
緩
的
に
般
主
に
拘
束
せ
ら

れ
る
ご
云
ふ
関
係
は
会
〈
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
併
し
此
制
度
の
下
に
於
て
は
、
荷
主
は
2
y

ア
ア
〆
Y

ス
外
の

舶
に
積
荷
を
な
さ

v
る
こ
Z
を
、
契
約
上
の
義
務
ご
し
て
負
指
す
る
の
で
あ
る
炉
ら
、
此
制
度
が
荷
主
拘
束
手
段

ご
L
て
役
立
つ
こ
ご
は
、
運
賃
延
戻
制
さ
同
一
で
あ
る
。
只
、
荷
主
の
般
主
に
劃
す
る
絡
調
的
の
援
助
は
、
契
約

上
の
義
務
ご
し
て
負
携
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
契
約
の
解
除
ご
共
に
此
義
務
も
常
然
消
滅
す
る
は
言
ふ
ま
で

も
な
き
所
で
あ
る
o

従
っ
て
荷
主
は
づ
ン
フ
ア

V

Y

A

の
拘
束
よ
り
兎
れ
ん
ご
欲
す
る
な
ら
ば
、
約
定
の
祖
国
告
期

問
を
以
て
契
約
の
終
了
を
通
告
し
、
主
期
間
の
終
了
Z
共
に
何
等
金
銭
上
の
刺
盆
を
放
棄
す
る
こ
古
な
〈

L
て、

そ
の
拘
束
よ
ら
兎
る
、
-
】
之
が
出
来
、
運
賃
延
戻
制
の
場
合
の
如
〈
金
銭
上
の
利
盆
が
2

y

アア

V

ン
Z

に
保
留

せ
ら
れ
居
る
が
矯
め
、

い
つ
ま
で
も
般
主
に
拘
束
せ
ら
志
、
=
云
ふ
闘
係
は
起
ら
な
い
。

か
く
の
如
〈
、
ニ
の
一

般
契
約
制
の
場
合
に
於
て
は
、
荷
主
を
し

τ全
般
的
に
ヨ

V
アア

V
ν
z
の
藤
耕
よ
り
脱
し
得
る
機
曾
セ
得
し
む

る
の
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
又
コ
ン
フ
ア
レ
ン
旦
外
の
一
海
運
業
者
を
し
て
此
蕗
に
新
た
に
定
期
般
事
業
を
開
始
す

る
機
曾
を
得
し
む
る
こ
ご
、
な
る
。
放
に
、
此
鮎
に
於
て
北
制
度
は
、
蓮
賃
延
戻
制
に
よ
る
濁
占
の
下
に
於
付
る



が
如
き
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
横
暴
を
控
制
す
る
作
用
が
あ
る
。

併
し
乍
ら
、
此
契
約
制
に
於
て
は
、
前
述
の
如
〈
、
荷
主
毎
に
契
約
の
内
容
を
極
々
に
し
て
締
結
す
る
も
の
で

は
な
〈
、
同
一
な
る
一
般
的
の
内
申
砕
を
有
す
る
契
約
を
締
結
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
を
決
定
す
る
に
就

い
て
、
荷
主
側
の
一
一
般
的
意
見
を
代
表
す
る
機
闘
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
帝
閥
海
運
委
員
曾
は
、
康
〈
契
約

制
の
採
用
を
勧
告
す
る
ご
共
に
、
此
制
度
賀
行
の
前
提
言
し
て
荷
主
側
の
綜
令
的
意
見
を
代
表
す
る
機
関
た
る
所

の
荷
主
組
合
の
成
立
を
湖
告
し
て
居
る
。

O 

ヨ

Y

アア
V

ン
ス
に
罰
立
す
る
闇
鰹
ご
し
て
、
関
係
荷
主
が
組
合
か
組
織
す
る
ご
云
ふ
こ
ご
は
、
右
の
一
般
契

約
制
な
る
も
の
を
行
ふ
に
つ
い
て
必
要
で
あ
る
ば
が
り
で
は
な
〈
、

一
般
契
約
制
を
行
は
な
い
場
合
で
も
、

フア

V

ン
ス
の
専
横
を
控
制
す
る
一
策
ご

L
て
極
め
て
趨
常
な
る
も
の
で
あ
る
o

コ
V

7

ア
V

Y

1

の
弊
害
は
、

主
記
し
て
、
海
運
業
者
が
そ
の
閤
欄
的
勢
力
の
下
に
於
て
、
孤
立
せ
る
荷
主
を
個
々
に
取
引
の
相
手
方
ご
す
る
よ

hJ
生
中
る
の
で
あ
る
の
故
に
一
九

O
九
年
の
勅
定
調
査
委
員
舎
も
、
「
コ
ン
プ
ア
V

Y

月
組
織
に
有
h
勝
も
な
る
横

暴
の
主
な
る
も
の
は
、
縦
ひ
悉
〈
で
な
く
ご
も
、
そ
の
大
部
分
は
、

針
立
的
組
合
に
よ
り

τ除
去
す
る
こ
ご
が
出
来
る
」

Z
し
て
、

か
く
の
如
き
商
人
及
び
荷
主
の
側
仁
於
け
る

こ
の
組
合
の
成
立
を
長
も
カ
を
入
れ

τ勧
告
し
忙

の
で
あ
る
え
さ
而
し
て
帝
図
海
運
委
員
曾
も
亦
、
「
吾
々
が
委
員
ご
し
て
、
過
向
、
る
二
年
間
に
、
荷
主
ご
婚
主
芭

論

叢

第
十
λ
巻

梅
醤
同
盟
に
罰
す
る
英
吉
剰
の
態
度

(
第
六
鵠

究
王
)
-
o
λ

一

ヨ

〆
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論

"， ，、
プミ

ー
O 
J、

叢

梅
蓮
同
盟
に
封
ず
る
英
吉
利
白
態
度

第
十
λ
巻

(
銘
京
貌

の
関
に
起
り
た
る
問
題
を
取
扱
っ
て
得
た
る
経
験
は
、
十
分
に
こ
の
(
勅
定
委
員
曾
の
)
記
遁
を
縮
め
た
、
そ
れ
故

に
五
日
々
は
之
を
強
〈
裏
書
き
す
る
の
で
あ
る
』
ご
言
ひ
て
、

一
般
に
康
〈
荷
主
組
合
の
成
立
せ
ん
こ
ご
を
希
望

L

τ居
る
。

(
陸
}
一
九

O
丸
年
の
海
運
同
盟
軸
定
調
査
委
員
舎
が
、

は
'
棋
の
如
{
で
あ
る
。

コ
ン
ア
ァ
レ
ン
ス
に
封
立
す
る
朗
自
荷
主
側
目
組
合
白
成
立
を
勧
告
す
る
に
至
り
た
る
理
由

『
(
一
)
、
特
定
白
荷
主
の
利
害
と
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
白
利
害
と
は
、
相
背
馳
す
る
に
し
て
も
、
之
を
長
般
的
に
視
察
す
れ
ば
、
荷
主
と
船
主
と
の

問
に
は
制
害
を
共
迦
に
す
る
所
由
一
つ
の
閥
係
が
あ
る
。
(
故
に
)
船
主
隼
は
、
彼
等
が
躍
ら
ん
と
す
る
併
の
加
柑
な
る
行
動
に
於
て
も
、
(
常
該

立 航
法路
にに
よ 方舟
りけ
てる
出)

窃菩
に">>

解闘
決 係
し者
保
i" 
'集

-c金、山
(意
相見
互を
白羽E
) 

め協、

T与
妥 J

之
協を
と
日考

E理
る"
.~入

誌を
三ほ
-k オT

r~ !1 
'" れ二

オュ b 
~， 

fcf 。
な(
らニ
向、τ
噴商
:二人

iE学
守 Ah
両孟
題 L

そら

童P
Jてこ . 

船
主
連
は
コ
シ
ア
プ
レ
シ
ス
を
組
制

L
で
相
鮎
合

L
、
集
合
的
取
引
よ
り
生

f
る
所
の
強
大
吐
る
勢
力
を
宥
て
居
る
。
此
勢
力

位
、
多
〈
由
場
合
に
於
て
、
聯
令
を
組
織
し
て
居
な
い
個
々
白
商
人
及
ザ
荷
主
が
、
之
に
暫
抗

L
得

T
る
所
の
一
も
の
で
あ
る
。
合
一
)
、
こ
り
ヨ
シ

フ
ァ
レ
ン
ス
組
織
に
有
り
勝
ち
な
る
横
暴
自
主
な
る
も
の
は
、
縦
ロ
悉
〈
で
な
〈
と
も
、
そ
の
大
部
分
は
、
か

f
由
如
き
商
人
及
び
荷
主
の
側
に

於
け
る
劉
立
的
組
骨
に
よ
り
て
除
告
す
る
と
と
が
出
端
る
も
の
と
且
ふ
。
且
り
、
闘
係
官
事
者
の
正
賞
な
る
努
力
に
よ
り
て
、
防
止
せ
ら
れ
除
圭

あ
る
。
然
る
に
、

せ
ら
れ
得
べ
き
砕
害
に
却
し
て
は
、
岡
家
が
そ
の
防
止
除
去
の
筑
め
干
捗
す
る
と
と
を
以
て
一
般
的
に
翠
苦
し
か
ら
白
色
白

k
忠
ふ
。
(
削
)
、
有

司
ン
フ
ア
レ
ン
ス
航
路
の
経
替
に
首
っ
て
居
る
船
主
白
大
事
動
は
、
貿
易
促
話
。
希
望

に
燃
ゆ
る
公
共
向
精
神
に
官
む
人
々
な
る
こ
と
を
信
子
る
に
よ
る
。
(
有
)
、
商
業
脅
議
所
位
、
此
種
白
問
題
に
於
て
は
、
コ
シ
ア
ア
レ
ン
ス
に
劃

L
満
足
な
る
協
商
を
な
し
得
る
閲
挫
企
は
忠
は
れ
な
い
。
(
共
理
由
は
)
、
各
個
の
商
業
令
議
所
の
刺
害
醐
係
ば
、
多
監
め
貿
易
航
路
の
上
に
概
が

づ
て
居
る
a

商
業
合
議
所
が
貿
易
航
路
の
積
損
に
従
っ
て
#
都
に
分
れ
得
る
程
大
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
者
部
白
仕
事
は
海
運
附
師
事
務

に
限
局
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
(
此
問
題
に
)
熱
中
す
る
の
機
舎
に
乏
し

v
。
又
、
奇
開
業
合
議
所
の
合
員
は
特
定
白
地
方
又
は
地
尉
に
限

さ
者
貝
が
碗
信
を
以
て
此
見
解
を
と
る
に
至
ワ
た
の
は
、
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局
し
て
居
る
Q

(

然
る

r、
此
問
題
に
附
し
て
)
必
要
と
す
る
所
の
組
合
は
、
金
問
。
各
港
か
ら
一
定
内
航
路
に
貨
物
の
愉
還
を
な
す
師
の
総
て
の

荷
主
の
結
告
的
行
動
を
可
能
な
ら
し
む
る
様
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
(
六
)
、
荷
主
組
合
又
は
そ
白
委
員
と
ヨ
シ
フ
ア
レ
シ
九
所
属
官
祉
と

白
協
商
的
行
動
は
、
荷
主
と
船
主
企
白
岡
山
よ
り
蕃
き
理
解
に
噂
き
、
皿
方
の
側
の
規
則
と
義
務
と
を
確
定
し
て
、
そ
の
札
糠
白
除
却
に
導
〈
て

あ
ら
う
と
岡
山
ふ
。
(
七
円
此
方
法
に
よ
る
組
問
及
び
延
戻
傑
件
の
縮
定
は
、
線
て
の
航
路
に
捌
L
て
劃
一
な
る
保
件
を
国
史
的
に
規
定
す
る
町
田

如
何
な
る
立
法
よ
り
も
、
異
れ
る
情
況
に
臨
じ
て
麹
羽

L
得
る
自
由
を
多
〈
惑
す
-
も
の
で
あ
る
こ

そ
れ
が
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
と
協
刊
す
く
き
主
た
る
事
項
と

L
て
、
右
の
勅
定
調
査
委
員
舎
が

示
す
所
の
も
り
は
、
賃
辛
及
び
貨
物
分
剣
の
協
議
、
出
帆
白
期
目
、
回
世
、
及
び
港
、
運
賃
延
灰
白
諸
旗
件
轄
で
あ
円

J

て
、
且
つ
従
揖
船
主
四
徳

而
し
て
、
か
‘
2
9
荷
主
組
合
成
立
の
暁
に
於
て
、

義
ょ
の
事
柄
と
せ
、
b
れ
て
居
る
所
白
、
市
出
告
首
日
に
於
け
る
出
帆
の
即
行
、
船
主
計
算
に
於
け
る
貿
易
自
陵
止
、
賃
半
の
均
等
、
運
賃
職
争
の
場

合
に
於
け
る
忠
貨
な
る
荷
主
の
保
議
、
貨
車
引
上
白
球
骨
撃
も
、
舶
正
田
義
務
ー
と
し
て
、

せ
ら
る
べ
き
も

D
と
し
て
居
る
。

=
ン
ア
ア
レ
ン
ス
と
荷
主
組
合
と
の
契
約
に
於
で
却
定

海
運
業
者
の
側
に
は
、

一
つ
の
航
路
に
一
つ
の
コ
ン
ブ
ア

V

Y

ス
が
あ
る
が
如
〈
に
、
荷
主
の
側
に
於
て
も
、

一
つ
の
航
路
に
閲
係
を
有
つ
総
て
の
荷
主
が
図
結
し
て
、

号
の
航
路
に
於
け
る
海
運
業
者
の
コ
ン
ブ
ア

V

ン
ス
に

野
立
す
る
所
の
組
合
を
組
織
し
、
海
運
に
関
す
る
主
要
な
る
取
引
事
項
が
、
此
等
双
方
の
固
鱒
的
代
表
者
の
協
議

に
よ

h
て
決
定
せ
ら
る
、
こ
ご
、
な
る
な
ら
ば
、
確
じ
コ
ン
ア
ア

V

Y

旦
の
弊
害
は
大
に
除
却
せ
ら
る
、
こ
正
、

な
る
で
あ
ら
う
。
併
L
乍
ら
、
商
業
枇
曾
の
賓
際
に
於
て
は
、
荷
主
の
側
に
於

τ、
此
目
的
を
以
て
関
係
航
路
の

総
て
の
荷
主
佐
包
容
す
る
所
の
組
合
、
而
も
代
表
権
を
有
つ
組
合
を
組
織
す
る
-
』
ご
は
頗
る
困
難
で
あ
る
。
結
主

前

叢

海
運
同
盟
に
劃
す
る
英
吉
利
の
態
度

O 
J、

ノ、
七
) 

(
第
六
暁

筆
ハ‘
巷

T， p. 85 Report of the Royal Commission on Shipping Rings， Vol 
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論

議

海
蓮
同
盟
に
封
す
る
英
虫
円
利
。
程
度

第
十
八
巻

(
第
六
腕

ハ
入
)

一C
A
凹

の
側
は
ぞ
の
利
害
関
係
が
概
ね
一
致
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
荷
主
の
側
は
必
や
し
も
総
て
の
利
害
関
係
が
一
致
し

て
居
な
い
。
否
寧
ろ
、
同
一
航
路
の
貿
易
に
於

τは
、
荷
主
の
側
は
相
互
に
利
害
関
係
の
相
反
す
る
こ

Z
Z
へ
あ

5
0
ぞ
れ
ば
か
ち
で
は
な
く
、
荷
主
相
互
の
聞
に
は
商
業
上
の
嫉
鵡
が
あ
り
、
管
業
上
の
秘
密
が
漏
れ
る
ニ
言
の

虞
れ
も
ゐ
る
o

故
に
、
荷
主
側
に
組
合
を
組
織
す
る
ニ
ご
は
、
車
に
コ

Y

ア
ア

V

Y

ス
に
劃
抗
す
る
上
よ
b
一百へ

ぽ
、
必
要
で
も
あ
り
有
盆
で
も
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
荷
主
倒
々
の
仲
営
業
の
上
よ
り
云
へ
ば
、
必
十
し
も
有
盆
で
あ

る
ご
は
一
五
へ
な
い
。
従
っ
て
、
荷
主
側
の
組
合
の
成
立
一
は
、
例
外
の
場
合
を
除
言
、

一
般
に
は
甚

r困
難
な
る
事

柄
で
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
勅
定
委
員
曾
が
、

か
、
る
組
合
の
成
立
を
極
カ
糊
告
し
た
に
拘
は
ら
歩
、
主
(
後
二
十

数
年
eT
経
過
す
る
も
、
此
稀
の
組
合
に
し
て
有
力
な
る
も
の
は
只
の
二
つ
だ
け
し
か
新
た
に
成
立
し
な
か
っ
た
の

に
見
て
も
明
か
で
あ
る
。
放
に
、
帝
閥
海
運
委
員
曾
は
、

コ
Y

フ
ア

V

Y

1

の
弊
害
を
怪
制
す
る
方
法
さ
し
て
、

叉
前
越
の
一
般
契
約
制
を
採
用
す
る
が
錫
め
の
そ
の
代
表
機
関
Z
L
て、

こ
の
荷
主
組
合
の
成
立
を
勧
告
す
る
ご

共
に
九
そ
れ
が
蛍
該
航
路
に
於
り
る
総
て
の
荷
主
を
包
容
し
難
き
場
合
を
考
慮
し
、

ア
て
の
場
合
に
廃
す
る
方
法
ご

'し
f

し、

選
探
制
度
な
る
も
の
、
採
用
を
勧
告
し
た
。

叩
培
捧
制
度

(
O
E
。E-tgzz〈
2
4
ω
Z
E
)
ご
一
式
ふ
の
は
、
私
が
仮
に
名
づ
け
た
名
稀
で
あ
っ
て
、
帝
国
海

一
連
委
員
曾
の
報
告
書
に
、

R
Z
5〈
号
、
円
『
何
百

Z
R
E日
岱

m
B
E
E吊
ω可
ω
円。

2
5
2
E住
吉

E
E
o
-
q
E
O



〉

F
5
0
門
「
山
己
向
日
。
1
4
9
S
Q一
白
色
町
内

E
a
r号、

ご
云
ふ
言
葉
が
あ
る

r
s
h
忠
ひ
付
い
た
も
の
で
あ
る
o

右
の
報

告
書
は
、
此
制
度
に
つ
い
て
次
め
如
〈
に
臼
ふ
。

「
吾
々
は
、
契
約
制
を
(
運
賃
延
戻
制
の
)
代
用
正
し

τ採
用
す
る
こ
ご
に
よ

h
、
運
賃
延
艮
制
に
関
す
る
こ

の
錯
綜
せ
る
問
題
の
解
決
を
|
|
少
く
己
も
某
解
決
へ
の
大
通
b
を
1
l見
出

L
得
る
正
の
結
論
に
達
し
花
。

運
賃
延
尽
制
は
明
か
に
根
嬢
ゐ
る
反
射
到
を
容
る
、
縁
地
ゐ
ら
、
契
約
制
も
亦
均
し
〈
或
反
劃
(
荷
主
の
全
部
を

こ
の
制
度
の
下
に
包
括
す
る
は
困
難
で
ゐ
る
ご
の
コ
ン

y
ア

V

ン
ス
倒
的
反
動
)
を
容
品
、
総
地
ゐ
る
け
れ

y-

も
、
五
口
々
は
、
荷
主
に
劃

L
卒
常
(
此
二
つ
の
制
度
の
何
れ
か
一
方
の
)
捜
揮
を
奥
ふ
べ
き
こ
ご
を
劫
告
す
る
。

個
々
の
荷
主
は
、
(
イ
)
確
定
期
間
の
契
約
に
よ

h
て
、
又
は
、
終
期
を
定
む
る
方
法
を
附
し
た
る
不
確
定
期
間

の
契
約
に
よ
h
t
、
自
ら
を
拘
束
す
る
か
、
若
し
く
は
、

(
こ
運
賃
延
長
制
の
下
に
留
ま
る
か
、
を
撰
挫
す
ペ

き
こ
己
、
す
る

ω
で
あ
る
o
此
二
つ
の
制
度
は
、

そ
れ
故
に
、
同
時
に
行
は
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
総
て
の
荷

主
は
そ
の
何
れ
が
方
に
よ
'
り
て
束
縛
せ
ら
る
、
こ

Z
、
な
る
。
」

撰
捧
制
度
ご
云
ふ
の
は
、

一
般
契
約
制
E
運
賃
延
戻
制
芭
を
併
用
し
、
荷
主
を

L
て
各
々
そ
の

、4
a

、、ノ門
H
.

、、

め
M

J

、fU
4
u
m
J

、

便
宜
に
従
ひ
、

そ
の
何
れ
か
一
方
を
撰
操
せ
し
む
る
制
度
で
ゐ
る
o

故
に
此
制
度
は
、
荷
圭
の
側
に
於
て
代
表
権

を
有
つ
組
合
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
組
合
が
縦
ひ
荷
主
の
全
部
を
包
容
す
る
こ
ご
な
く
、
又
縦
ひ
大
多
数
の

荷
主
を
す
ら
句
容
す
る
こ
ど
な
(
己
も
、
有
力
な
る
荷
主

ω大
部
分
を
包
容
す
る
も
の
で
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
、
此

諭

叢

栴
誕
同
県
に
劃
す
る
英
官
刑
の
態
度

第
十
八
巻

ハ
九
)
一

O
八
五

(
第
六
競
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論

設

海
運
伺
盟
に
針
す
る
英
吉
利
白
態
度

第
十
λ
巷

(
第
六
娩

七
O
)

一O
八
六

組
合
ご
コ
ン
ブ
ア

V

Y

ス
ご
の
聞
に
、
前
越
し
た
る
が
如
き
運
送
の
一
手
委
託
に
閲
す
る
契
約
の
項
目
内
容
を
協

定
1
る
こ
こ
に
よ
っ
て
、

之
を
賀
行
す
る
こ
さ
が
出
来
る
。
卸
も
、

一
般
の
荷
主
は
、

こ
の
一
手
委
託
の
契
約
に

同
意
で
あ
る
な
ら
ば
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
所
属
曾
枇
ぜ
こ
の
契
約
を
締
結
L
、
若
し
之
を
不
使
、
己
す
る
な
ら
ば
従

前
述
、
り
の
運
賃
延
戻
制
に
よ
り

τ
運
迭
を
委
託
す
る
の
で
あ
る
o

而
し
て
コ
Y

フア

V

Y

旦
に
ご
り
て
は
、
そ

の
何
れ
に
よ
る
も
荷
主
の
絶
調
的
後
援
を
期
待
し
得
て
、
確
買
な
る
基
礎
に
よ
り
て
偉
業
を
替
hu-
」
ご
が
出
来

る
。
故
に
此
制
度
は
、
荷
主
に
も
舶
主
に
弘
一
双
方
に
ご
り
て
便
利
で
も
ゐ
り
有
盆
で
も
あ
る
ご
共
に
、
契
約
制
が

併
用
せ
ら
る
、
結
果

Z
L
τ
、

コ
ン
ブ
ア
V

ン
且
の
専
横
を
控
制
す
る
の
利
盆
が
ゐ
る
ご
云
ふ
の
で
あ
る
。

一
般
契
約
制
に
於
て
は
、
前
述
の
如
〈
、
正
味
運
賃
を
支
抑
ふ
の
で
あ
っ

τ、
一
定
の
期
聞
の
後
に
梯
戻
き
る

4

き
何
等
の
金
額
が
コ
ン
ヌ
ア

V

ン
ス
の
側
に
保
留
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
コ
ン
ブ
ア

V

ン
ス
は

金
銭
上
の
利
盆
の
抑
留
F

以
て
契
約
に
違
反
し
た
る
荷
主
に
制
裁
を
加
ふ
る

ω方
便
を
倣

ν
て
居
品
。
故
に
、
常

図
海
運
委
員
曾
は
、

一
般
的
に
こ
の
契
約
制
又
は
前
述

ω撰
樺
制
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
契
約
に
制
裁
規

定
を
設
げ
て
、
運
賃
延
戻
制
の
場
合
に
於
け
る
傑
件
不
履
行
の
荷
主
に
課
す
る
金
銭
的
制
裁
Z
均
等
な
る
金
銭
的

制
裁
を
、
違
約
金
主
(
他
の
形
式
に
於
て
規
定
す
る
の
必
要
が
あ
る
さ
認
め

τ居
る
o

郎
も
回
〈
、

「
若
し
荷
主
に
劃
し
て
(
運
賃
延
戻
制
さ
契
約
制
Z
の
聞
に
)
純
然
た
る
撲
捧
の
自
由
が
奥
へ
ら
る
、
な
ら
ば
、

何
れ
の
一
方
の
制
度
に
よ
る
も
、
そ
の
経
済
上
の
正
味
の
結
果
が
、
換
言
せ
ば
、

正
味
の
運
賃
吉
、
何
札
も

ω



制
度
に
於
け
る
俊
件
の
違
反
に
謝
す
る
正
味
の
責
任
ご
の
関
係
が
、
同
一
吉
な
る
憶
に
、
特
別
の
注
意
が
梯
は

れ
な
り
れ
ば
な
ら
肉
。
』

右
に
述
〈
た
ゐ
問
は
、
帝
国
海
運
委
員
曾
が
決
議
L
た
る
、

コ
ン
ブ
ア

V

ン
ス
及
び
運
賃
延
及
制
問
題
に
帆
到
す

乙
一
般
的
解
決
策
で
あ
る
。
而
し

τ品
川
之
に
附
け
加
へ
て
共
報
告
書
に
は
次
の
如
〈
に
日
ム
、

「
吾
々
は
、
(
延
戻
制

t
契
約
制
ご
の
)
二
つ
の
制
度
の
撰
捧
を
強
要
す
る
所
の
立
法
を
勧
告
し
な
い
。
阪
に
示

じ
た
る
が
知
〈
、
貿
易
業
者
Z
海
運
業
者
ご
の
各
々
の
園
鶴
の
聞
の
協
尚
は
、
運
賃
延
戻
制
、
契
約
制
又
は
此

等
二
つ
の
問
に
興
へ
ら
る
、
撲
樫
制
よ
り
生
や
る
如
何
な
る
問
題
に
就
い
て
も
、

一
般
に
‘
了
解
Z
合
意
t
に

よ
り

τ解
決
す
る
に
必
要
な
る
手
段
を
見
出
す
で
あ
ら
う
、

ご
云
ム
の
が
吾
々
の
見
解
で
あ
る
。
(
雨
園
鵠
の
)

ん
甘
意
が
成
立
し
な
い
ご
一
五
ふ
例
外
的
場
合
に
廃
す
る
斜
め
に
は
、
勅
定
委
員
曾
の
多
数
意
見
書
ピ
少
数
意
見
吉
田

ご
の
闘
者
に
よ
b
f
L
勧
告
せ
ら
れ
た
る
が
如
〈
、
賞
事
者
の
一
方
の
請
求
に
よ
h
て
之
が
調
停
を
な
す
の
権
限

を
有
し
、
又
、
賞
事
岩
隻
方
の
請
求
に
よ
b
て
仲
裁
を
な
す
の
権
限
を
有
す
る
所
の
濁
立
の
機
関
に
、
之
を
恕

ム
る
の
惜
喝
を
開
〈
を
以
て
足
る
で
あ
ら
う
ご
思
考
す
る
出
」

而
し
て
、

か
〈
の
如
、
古
調
停
仲
裁
機
関
ご

L
て
帝
国
船
舶
院
(
同
日
官
江
戸
{
印
E
宅
宮
町
出

C
R己
)
な
る
も
の
を
設
立

せ
ん
-
』
ご
を
建
議
し
た
c

論

叢

海
運
同
盟
に
封
す
る
英
曹
刺
の
麗
皮

t二

V 
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論

議

海
運
同
盟
に
封
す
る
英
育
羽
田
態
度

第
十
八
巻

(
第
六
都

七
ニ
)
一

o
λ
λ

濠
洲
聯
邦
政
府
掛
英
濠
ヨ
ン
ア
ア
レ
ン
ス
問
題
の
解
決
も
、

亦
右
の
一
般
的
解
決
策
に
よ
る
ぺ
き
も
の
ご
し

て
、
帝
国
海
運
委
員
曾
は
、
撰
鐸
制
度
を
採
用
せ
ん
こ
ご
を
勧
告
し
た
。
郎
も
コ
ン
ブ
ア

v
y
λ

は
撰
持
制
度
を

採
用
し
、
物
邦
政
府
官
営
舶
は
一
般
契
約
制
を
孤
用
L
、
而
し

τ
コ
ン
フ
ア
v
v
λ

は
荷
主
が
官
笹
般
に
積
荷
を
な

し
た
る
を
理
由
ざ
し
て
を
の
荷
主
の
延
反
金
請
求
権
を
失
は
f
む
る
こ
古
な

J
¥
聯
邦
政
府
も
亦
荷
主
が
コ
ン
7

ア
V

Y

1

般
に
積
荷
少
な
し
た
る
こ
Z
を
以
て
契
約
に
劃
す
る
違
反
ご
認
酌

Y
る
こ
ご
を
、
聯
邦
政
府
芭
コ
ン
ア

ア
V

ン
ス
己
の
聞
に
於
て
協
約
を
な
さ
ん
こ
古
を
湖
告
し
た
の
で
あ
る
。
か
〈
て
、
帝
国
海
運
委
員
曾
は
、
轍
出

航
路
に
於
り
る
運
賃
延
戻
制
を
法
伸
聞
を
以
て
禁
止
せ
る
が
斜
め
、
自
ら
は
コ
ン
ブ
ア
レ
ン
月
に
加
入
し
得
玄
る
立

場
に
ゐ
る
所
の
聯
邦
政
府
官
管
般
に
劃
L
τ
、

コ
ン
ブ
ア
レ
ン
旦
己
和
協
的
に
管
業
を
な
し
得
る
愈
令
指
示
し
、

他
方
、

コ
ン
ブ
ア

V

Y

ス
に
誘
い
て
官
管
舶
を
事
質
上
之
に
加
入
せ
し
時
化
る
さ
同
一
の
待
遇
を
奥
ヘ
し
む
る
こ

ご
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
故
に
此
問
題
は
、
帝
岡
海
運
委
員
舎
の
調
停
に
よ
り
、
双
方
共
そ
の
勘
告
を
容
れ
て
園
揃

な
る
解
決
を
窓
ヤ
る
こ
ご
を
得
た
。

英
吉
利
は
コ
ン
フ
ァ

V

ン
ス
に
つ
い
て
頗
る
錯
綜
せ
る
問
題
の
多
〈
ぞ
有
す
る
闘
で
あ
る
。
放
に
晶
君
に
海
運
同

閉
胤
勅
定
調
管
委
員
舎
を
設
り
て
、

之
に
劃
す
る
根
本
的
政
策
の
研
究
に
蛍
ら
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
調
査
の

結
果
は
、
多
数
意
見
書
も
少
数
意
見
書
も
、
立
法
的
手
段
を
以
て
之
を
解
決
す
る
を
不
可
な

h
z
認
め
、
蛍
業
者

ibid.， p. 25 
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雌
見
方
の
協
商
妥
協
に
よ
り
て
解
決
す
る
を
以
て
最
も
遁
嘗
で
あ
る
で
し
て
、
其
方
法
を
一
不
L
、
国
家
機
闘
は
軍
に

εの
解
決
を
助
成
L
調
停
す
る
に
努
力
す
る
も
、
ぞ
れ
以
上
に
出
づ
べ
き
も
の
で
は
な
い
己

L
た
。
帝
園
海
運
委

員
曾
に
至
つ

E
は
、
其
設
立
の
越
国
円
は
、
「
海
上
運
賃
、
海
上
施
設
及
び
海
運
事
情
仁
就
い
て
の
利
害
官
事
者
の

苦
情
を
研
究
L
」
て
、
其
遁
賞
な
る
解
決
策
を
報
告
す
る
に
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
は
コ
ン
フ
ァ

v
y
ス
問
題

に
就
い

τ必
す
し
も
調
停
的
任
務
を
帯
び
1
生
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
而
も
そ
の
全
髄
の
態
度
が
頗

る
調
停
的
な
是
弘
、
此
問
題
に
劃
す
る
解
決
策
正
し
て
報
告
し
た
る
所
、
並
び
に
、

そ
の
英
濠
コ

y
フア

V

Y

A

問
題
に
濁
す
ゐ
解
決
の
態
度
じ
よ
り
て
明
か
で
あ
ら
う
o

故
仁
此
等
二
委
員
舎
の
見
解
及
び
ぞ
れ
が
質
際
問
題
に

劃
し

τ取
り
た
る
世
拘
置
を
通
じ

τ見
れ
ば
、
英
吉
利
の
コ
ン

7

ア
V

V

ス
に
劃
す
る
態
度
の
調
停
的
の
も
の
な
る

は
疑
ふ
の
徐
地
な
さ
c

所
で
あ
る
o
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